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「 第５８回全日本大学女子ソフトボール選手権大会」優勝、�
「第２３回全日本中学生男女ソフトボール大会」準優勝の報告

川地葵さん（中京大）、今西咲帆さん（揖東中）
　９月１日、「第５８回全日本大学女子ソフトボール選手権大会」
で優勝した川地葵さん（中京大３年）、「第２３回全日本中学生男
女ソフトボール大会」で準優勝した今西咲帆さん（揖東中３年）
の２人が役場に町長を訪ね、喜びの報告をしました。
　川地さんは「どの試合も厳しく、緊張した試合でしたが、チー
ムのためにベストが尽くすことができた。来年は２連覇を目指し
たい」と強く目標を述べました。
　今西さんは「全国大会で３年間積み重ねた成果を出すことがで
き、決勝まで行けて嬉しかった」と喜びを語りました。

全国大会入賞で喜びの報告
東海職業能力開発大学校

　このほど、全国大会において入賞した東海職業能力開発大学校
（古川）の学生を代表して２年生５人が、役場に町長を訪ね、喜び
の報告をしました。
　加賀勝大さんは、全国の職業能力開発施設、工業高校等で技能習
得中の２０歳以下の若年者に対して技能レベルを競う「若年者もの
づくり競技大会」のＩＴネットワークシステム管理（ネットワーク
システムを早く、正確に構築・運用できる技術を競う競技）におい
て、銀賞に輝かれました。加賀さんは「表彰台に上がることができ

た」と話すと、町長は「素晴らしい成績おめでとうございます。技量を高めていってください」と述べました。
　また、岡村悠大さん、加藤光明さん、兼松真康さん、和田将聖さんの４人は、単３電池４０本の動力でサーキッ
トの走行タイムを競う「エネワン・スズカチャレンジ」の大学・高専・専門学校クラス（車両重量の制限がないク
ラス）において、３位入賞されました。学生らは「皆に支えられて走りきることができた」「次の代につなげていき
たい」と話すと、町長は「上を目指してチャレンジを続け、後輩たちに伝えていってください」と述べました。

来場者２００万人を達成
道の駅「パレットピアおおの」

　９月１５日、道の駅「パレットピアおおの」の来場者が
２００万人を達成し、記念セレモニーが行われました。
　２００万人目となったのは、樋口和樹さん、倫布さん、
鈴晏ちゃん、昊芭ちゃんご家族（相羽）で「子育てはうす『ぱ
すてる』や『ふわふわ広場』（芝生）でよく遊びます。
２００万人目でびっくりしました」と話していました。宇
佐美町長、東駅長からパーシーちゃんとローズちゃんのぬ
いぐるみなどの記念品が贈られました。

「 第４５回東海中学校総合体育大
会陸上競技」優勝の報告
長谷部光輝さん（揖東中）

　７月２５日、「第４５回東海中学校総合体育大会陸上競技（走
幅跳）」で優勝した長谷部光輝さん（揖東中２年）が、役場に町
長を訪ね、喜びの報告をしました。
　長谷部さんは「優勝するとは思わなかったが、１番になれて嬉
しい。来年は岐阜県中学校記録に挑戦したい」と強く目標を述べ
ました。

▲川地さん（中左）、今西さん（中右）

▲（左から）加賀さん、加藤さん、和田さん、兼松さん、
岡村さん

▲２００万人目となった樋口さんご家族

▲長谷部さん（左）

ま ち の 話 題
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恩田　二三枝さん（大野）
大正１２年９月１１日生まれ

長寿のお祝い
１００歳おめでとうございます　これからも健やかに

　９月２４日、岐阜県大野町との友好都市交流事業、
第２３回大野町長杯常呂自治区パークゴルフ大会が
常呂森林公園パークゴルフ場で行われました。
　成績上位者に副賞として贈られる大野町特産の富
有柿が人気の大会には、地域のパークゴルフ愛好家
２７人が参加。
　晴天のパークゴルフ場では、好プレーに「ナイス
ショット」と声を掛け合う姿も見られ、参加者同士
交流を深めました。

パークゴルフを通じて大野町を身近に
─ 第２３回大野町長杯常呂自治区パークゴルフ大会 ─

ところ通信
Vol. 285

北見市

豊作を祈って
牛洞雨乞い踊り

　９月３日、さわやかな秋晴れのもと、牛洞地区に
おいて、牛洞雨乞い踊り保存会の会員２８人が御幣
を背負って太鼓を抱え、雨乞い踊りを行いました。
　揃いの法被と白い足袋を身につけ、地区内の５カ
所の神社を歩いて回り、笛、法螺貝、鉦ご、歌で調
子を取って「牛洞豊年踊」などを奉納し、豊作と地
域の安全を祈願されました。

力強く健闘を誓う
特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体） 
出場者激励会

　９月１３日、「特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）」
に出場を決めた選手の激励会を役場で行いました。
　激励会に出席した中川瑛太さんは「３人１チームでプレーをす
るので、チームに貢献できるよう頑張りたい」と強く述べると、
町長は「今出せる力を精一杯出し切って欲しい」と激励しました。
　出場選手は次のとおりです。（敬称略）
特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）
　ゴルフ（少年男子）　中川瑛太（岐阜聖徳学園高校３年）
　水泳１００ｍ平泳ぎ（成年男子）　野村陵太（濃尾電機（株））

▲牛洞雨乞い踊りの様子

▲中川さん（中央）
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◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　９月のピヨピヨクラブでは「運動あそび」を行いま
した。それぞれのクラスで体を使ったあそびをしまし
た。「玉入れ」では色別にカゴに入れたり、「フラフー
プくぐり」や「ハイハイ」など年齢に合わせた運動を
取り入れながら楽しく過ごすことができました。これ
からも親子で楽しく交流できる時間を作っていきたい
と思います。

◎１１月のスケジュール（予定）

ピヨピヨ
クラブ

 ふたばクラス…１４日（火）、２１日（火）
　　　　　みつばクラス…９日（木）、１６日（木）
　　　　　よつばクラス…１０日（金）

誕生会…２０日（月）
栄養相談（栄養士による）…２８日（火）
　

休館日  �１日（水）、６日（月）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水）、２４日（金）、２９日（水）
※開館状況等が変更になる場合がありますので、ホームページ等にて確認してください。

◎クリスマスコンサート
　フルートとアルパを使った親子で楽しむコンサートです！！
プログラム　�クリスマスメドレー、いつも何度でも、 

コンドルは飛んで行く～花祭り ほか
演　奏　者　あるぱると　澤田　智美（アルパ）、小栗　美佳（フルート）
日　　　時　１２月１７日（日）午後２時～（開場：午後１時４５分）（１時間程度）
定　　　員　５０人（親子あわせて）
入　場　料　２００円
申 込 方 法　��参加者氏名、年齢、住所、連絡先を「子育てはうす　ぱすてる」まで

申込む。（電話予約可）
申 込 締 切　１２月１２日（火）　※定員になり次第、締切。

問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲玉入れの様子 ▲ハイハイの様子

▲演奏者 あるぱると さん

おおのファミリー・サポート・センターから こ・ん・に・ち・は♪
＊＊＊おおのファミリー・サポート・センターからのお知らせです＊＊＊

◎８月２７日に、「ファミサポ交流会」を開催しました

▲魚釣りゲーム ▲ミッキーダンス ▲人形劇　鑑賞

　自分たちで作った牛乳パックの魚をブルーシートの
池で泳がせ、たくさんのお魚たちを釣る魚釣りゲーム
で遊びました。また、ミッキーの耳を作り、頭にかぶっ
て、みんなで「ジャンボリミッキー」を踊りました。
子どもたちは元気よく、親さんたちもハア～ハア～、
フ～フ～しながら、楽しく体を動かしました。
　その後、「おはなし舎　和母」さんによる大型絵本
の読みきかせと人形劇を、皆さんとても興味深く鑑賞
しました。参加された提供会員さんに小さいお子さん

の子守りもしていただき、親さんも安心して楽しく交
流が深められたように感じました。
　次回は、１２月１０日（日）に総合町民センターに
てクリスマス関連の交流会を予定していますので、皆
さんの参加をお待ちしています。

　おおのファミリー・サポート・センターでは、利
用会員さん（子育ての手伝いをして欲しい人）と、
提供会員さん（お手伝いをしたい人）がお互いに会
員登録をして、地域の中で助け合って、みんなで子
育てをしていく活動を行っています。
　登録料は無料です。
　利用会員さん、提供会員さんどちらも随時募集し
ていますので、ぜひ連絡してください。

問合せ先  �おおのファミリー・サポート・センター 
（子育てはうす ぱすてる内）　☎ ３４－１０１０
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中学生音楽鑑賞会の開催
　９月１３日、総合町民センターにおいて、音楽に触
れ豊かな感性の醸成を図ることを目的とした中学生
音楽鑑賞会を開催しました。
　この音楽鑑賞会では、朝日大学体育会吹奏楽部の
皆さんの演奏を聴きました。同吹奏楽部は、２０１９
年４月に創部された比較的新しい吹奏楽部ですが、
今年の１月には、アメリカ・パサデナ市で開催された
「ローズパレード２０２３」に「岐阜選抜バンド」のホ
ストバンドとして派遣されています。また、数々のア
ンサンブルコンテストや吹奏楽部コンクールで金賞を
受賞している実力のある学校です。
　当日は中学生が司会進行などを務め、アンコールで
は大野中学校吹奏楽部、揖東中学校管弦楽部の学生と

セッションを行いました。楽器紹介コーナーでは、一つ
ひとつの楽器の音色の良さを味わいました。また、曲
に合わせて手拍子したり、リズムに合わせて体を動かし
たりして楽しみ、大変盛り上がった鑑賞会となりました。

▲音楽鑑賞会の様子

太陽光発電設備に係る固定資産税（償却資産）の申告
　固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産（事業に用いる機械や備品等の資産）についても課税され、太陽
光発電設備（ソーラーパネル発電）も課税対象となる場合があります。次の「償却」資産に該当するものについ
ては、毎年１月末までに申告をする必要があります。

◎課税の対象となる太陽光発電設備
設置者 １０ｋｗ以上の太陽光発電設備（余剰売電・全量売電） １０ｋｗ未満の太陽光発電設備（余剰売電）

個人
（住宅用）

償却資産の申告対象　家屋の屋根などに太陽光発電設備
を設置し、発電量の全量または余剰を売電する場合は、
売電するための事業用資産となるため、申告対象となる。

償却資産の申告対象外　売電するための事業用
資産とはならないため、申告対象外となる。

個人
（事業用）

償却資産の申告対象　個人であっても事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か
余剰売電にかかわらず、申告対象となる。

法人 償却資産の申告対象　事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかか
わらず、申告対象となる。

◎発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光パネルの設置方法
太陽光発電設備

太陽光
パネル 架台 接続

ユニット
パワーコン

ディショナー
表示

ユニット 電力量計等

家屋に一体の建材（屋根材など）
として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却

架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所（地上や家屋の要件を
満たしていない構築物など）に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

家屋　家屋としての評価対象となるため、償却資産としての申告は不要
償却　償却資産に該当するため、償却資産としての申告が必要

◎申告書の提出
申告期限　令和６年１月３１日（水）
提出書類　①償却資産申告書　②種類別明細書
　　　　　※�提出書類は、税務課に備付けてあります。すでに申告をされている人については、１２月中旬に申

告書を送付します。

提 出 先　税務課� 問合せ先  税務課　☎ ３５-５３６７

教育委員会のページ教育委員会のページ
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町営住宅入居者募集中
礼金・共益費なし！　静かな環境で全室日当たり良好！　商業施設も近くて便利！

団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２〜４階部分
募集戸数 若干数（２ＤＫ・３ＤＫ）

住宅使用料
（賃貸条件等）

使用料 ２ＤＫ　43,000円／月
３ＤＫ　52,000円／月（いずれも駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３カ月分
その他 インターネット回線、広場、物置、集会場、自転車置場、ゴミ集積場、エレベーター有り

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１カ月の世帯全員の所得金額（※）が158,000円以上487,000円以下の
人（所得の上昇が見込まれる人を含む）
・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、または同居しようとする親族があること
・現に町税およびこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

※　１カ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２カ月
◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇入居決定／応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。

� ※�詳しい内容は町ホームページをご覧ください。　 申込・問合せ先  建設課　☎ 35-5376

野外焼却、ちょっと待った！
住みよいまちづくりのため、ご協力を
　家庭から出たごみは、分別して決められた収集日
に出してください。また、産業廃棄物であれば産業
廃棄物許可業者に委託して適正な処理が必要です。
　ごみの野外焼却は、法律で禁止されています。た
だし、農業による枝・下草の焼却は一部例外となっ
ています（マルチ、温室シート等プラスチック製品
は禁止）。しかし「家の窓が開けられない」「布団・
洗濯物に汚れや臭いが付く」「健康被害を受けた」
など、不満の声をいただく機会が増えています。特
に、健康被害については、お子さんなど、若年層へ
の影響が深刻な問題となっています。
　住みよいまちづくりのためにも、時間帯を考えた
り、事前に時間を伝えるなど、周辺地域への配慮を
お願いします。また、町では焼却灰の回収は行って
おりません。少量の草木は５０センチ以下の大きさ
にして生ごみ等収集袋に、それ以外は引取可能場所
へ持ち込み、処分してください。

柿の剪定枝葉・幹の引取りについて
　町の許可業者にて、生産農家による野焼き防止に
協力いただき、次の内容、料金で引取りを実施して
います。搬入先など詳細は直接問合わせてください。

◎品目　柿の剪定枝・葉・幹
◎引取金額　軽トラック１車につき１００円（柿以
外は１㎏ごとに１３円）
◎受入時間　午前８時～午後５時　
※土曜日は不定休のため、要確認。
◎休日　日曜日・祝日・年末年始
※ビニールなどの紐は取り除いてください。

持込・問合せ先  
株式会社マルダイ（大環衛処分許第１号・五之里
１４８番地１）　☎ ３６‐０３２０

下草・剪定枝の引取りについて
◎品目　下草、庭木の剪定枝　
※径７㎝以下、長さ５０㎝以下に切る。
◎引取金額　１０㎏ごとに１００円
◎受入時間　平日午前８時３０分～午後４時３０分
◎休日　土・日・祝日・年末年始
※役場での申請が必要。

持込・問合せ先  
西濃環境整備組合（下座倉１３７５番地１）
☎ ３２-４１５３
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　町職員の給与について、町民の皆さんにご理解いただくため、次のとおり公表します。

� 問合せ先  総務課　☎ ３５-５３６４

◎人件費
　人件費とは、職員の給料・手当のほか、町長・議員等の特
別職の給料報酬、各種委員報酬などのことをいいます。
　これを令和４年度の一般会計の決算でみると次のようにな
ります。
歳出総額　８，６７１，３３９ 千円

人件費
１,３０６,８２３ 千円

人件費以外
７,３６４,５１６ 千円

・令和４年度の人件費率 　１５．１％

◎給与の内訳
　令和５年度の一般会計当初予算に計上された職員の給与費
は次のようになっています。� （単位：千円）

給料 職員手当 期末勤勉手当 計 １人あたり給与費

５１６,１３８ ７３,０１９ １９４,４８４ ７８３,６４１ ５,０５６

（注）職員手当には、退職手当は含まれていません。
　　 �給料、各手当等には会計年度任用職員の給料、手当等

も含んでいます。

◎平均給与月額
一般行政職	 （令和５年４月１日現在）

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

２９０，５９３ 円 ３３１，６５３ 円 ４０．６ 歳

技能労務職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

２５３，６６０ 円 ２５７，０４０ 円 ５０．０ 歳

（注）１　�平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手
当、住居手当などの諸手当の額を合計したものです。

　　２　�技能労務職とは、学校の用務等作業に従事する職員
のことをいいます。

◎初任給および経験年数による平均給料月額
（令和５年４月１日現在）

区　　分 初 任 給 経験年数 10 年 経験年数 20 年

一般
行政職

大学卒 １８５，２００ 円 ２５６，２５０ 円 －

高校卒 １５４，６００ 円 － －

※一般行政職の初任給は、国家公務員と同額です。

◎一般行政職員の級別の構成比
（令和５年４月１日現在、単位：人、％）

区  分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 計

標準的な
職務内容

主事 主任
係長
・

主査
課長
補佐 主幹 課長

部長
・

次長

職員数 ２２ ２２ ３０ １４ ６ １４ ６ １１４

構成比 １９.３ １９.３ ２６.２ １２.３ ５.３ １２.３ ５.３ １００

（注）１　一般行政職の給料表は７級制を採用しています。
　　２　�標準的な職務内容とは、各職務の級に該当する代表

的な職名です。

◎職員手当の状況� （令和５年４月１日現在）

期末・
勤勉手当

区　　分 期　　末 勤　　勉

6 月期 １.２００ 月分 ０.９５０ 月分

12 月期 １.２００ 月分 １.０５０ 月分

職務上の段階等に応じた加算措置 有（5％～ 15％）

退職手当

区　　分 自己都合 定年・応募認定

勤続 25 年 ２８.０３９５ 月分 ３３.２７０７５ 月分

最高限度額 ４７.７０９ 月分 ４７.７０９ 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（2 ～ 30％加算）

令和４年度に定年退職した職員の１人あたりの平均
支給額（一般行政職）２，２９４ 万円

扶養手当
配偶者は月額 ６，５００ 円、子は １０，０００ 円
その他の扶養親族１人につき月額 ６，５００ 円
１６歳から２２歳の子には月額 ５，０００ 円加算

住居手当
借家・借間居住者
家賃月額 １６，０００ 円を超える額に応じ、最高で
２８，０００ 円まで支給

通勤手当

①交通機関等利用者
　運賃相当額に応じ、最高 ５５，０００ 円まで支給
②自動車等使用者
　�片道２㎞以上の職員に対して、距離に応じ月額 

２，０００ 円から ２４，５００ 円まで支給

※町の手当の支給率等は国の基準に従って、国と同率です。

◎特別職の報酬等の状況
（令和５年４月１日現在）

区　分 給料・報酬月額等 期末手当

給
　
料

町　長 ７２０，０００ 円

6 月期　２．２０ 月分
12 月期　２．２０ 月分

　計　４．４０ 月分

副町長 ５８０，０００ 円

教育長 ５４０，０００ 円

報
　
酬

議　長 ３１０，０００ 円

副議長 ２７２，０００ 円

議　員 ２５６，０００ 円

（注）期末手当の額は、給料・報酬月額に１５％を乗じて得た
額の合計額に、当該支給率を乗じて得た額とします。

◎職員数の状況� （単位：人）

 区     分
職員数

令和４年 令和５年 増減数

一般行政部門 １２４ １２１ △ ３

教育部門 １９ １９ ０

公営企業等
会計部門

水道 ４ ４ ０

国保 ２ ２ ０

後期高齢者医療 ０ ０ ０

IC １ １ ０

計 １５０ １４７ △ ３

定員適正化計画の目標　新たな定員適正化計画（令和５年度～１４年度）におい
ては、総職員数を１７０人にすることを目標としています。新規採用者については、
１０カ年の退職者の総数および増加数を平準化して各年度の採用数を決定するこ
とで年代間の増減の格差がないよう、適正な定員の管理に努めていきます。
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大野町職員の給与の状況の公表
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お知らせ

秋季全国火災予防運動

１１月９日（木）〜１５日（水）
２０２３年度全国統一防火標語

『火を消して 不安を消して つな
ぐ未来』
住宅防火　いのちを守る　１０のポ
イント―４つの習慣・６つの対策―

　４つの習慣
○�寝たばこは絶対にしない、させ

ない。
○�ストーブの周りに燃えやすいも

のを置かない。
○�こんろを使うときは火のそばを

離れない。
○�コンセントはほこりを清掃し、

不必要なプラグは抜く。

　６つの対策
○�火災の発生を防ぐために、ス

トーブやこんろ等は安全装置の
付いた機器を使用する。

○�火災の早期発見のために、住宅
用火災警報器を定期的に点検
し、１０年を目安に交換する。

○�火災の拡大を防ぐために、部屋
を整理整頓し、寝具、衣類及び
カーテンは、防炎品を使用する。

○�火災を小さいうちに消すため
に、消火器等を設置し、使い方
を確認しておく。

○�お年寄りや身体の不自由な人
は、避難経路と避難方法を常に
確保し、備えておく。

○�防火防災訓練への参加、戸別訪
問などにより、地域ぐるみの防
火対策を行う。

問合せ先  総務課　☎ 35-5364

特別児童扶養手当・特別障害者
手当・障害児福祉手当

◎特別児童扶養手当とは
対象者　精神または身体に法令で
定める程度の障がいを有する２０
歳未満の児童を、監護または養育
している父母または養育者
月額　１級　５３，７００円
　　　２級　３５，７６０円
◎特別障害者手当とは
対象者　精神または身体に法令で
定める程度の著しく重度の障がい
があるため、日常生活において常
時特別の介護を要する２０歳以上
の障がい者
月額　２７，９８０円
◎障害児福祉手当とは
対象者　精神または身体に法令で
定める程度の著しく重度の障がい
があるため、日常生活において常
時特別の介護を要する２０歳未満
の障がい児
月額　１５，２２０円
※�条件に該当していても、所得によ

り支給されない場合があります。
※�受給には条件があります。希望

される人は次まで相談してくだ
さい。

問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

建築物等耐震化促進事業

　地震に対する安全性の向上を図
り、地震に強いまちづくりを進め
るため、建築物等耐震化促進事業
を実施します。
◎木造住宅の耐震診断　木造住宅
の耐震診断を無料で実施します。
対象となる住宅　昭和５６年５月
３１日以前に着工された木造の一

戸建て住宅
対象者　対象となる住宅の所有者
受付期限　１１月３０日（予定件
数になり次第終了）
◎危険なブロック塀の除却　ブ
ロック塀の除却に対して補助を実
施します。
対象となる条件　町道沿いに存す
る危険なブロック塀（町職員が現
地調査します）
対象者　対象となるブロック塀の
所有者
補助金額　工事費の３分の２（１
件あたり上限２０万円）
※工事内容によって異なります。
受付期限　１１月３０日（予定件
数になり次第終了）
※申込受付は先着順。
※�詳しくは町ホームページをご覧

になるか、次まで問合せてくだ
さい。

申込・問合せ先  建設課　☎ ３５-５３７６

１１月は労働保険未手続事業 
一掃強化期間です

　厚生労働省は、１１月を「労働
保険未手続事業一掃強化期間」と
し、活動を展開しています。
　事業主は、一人でも雇ったら、
労働保険（労災保険・雇用保険）
の成立手続きが必要です。
　労働保険制度の健全な運営、費
用の公平負担、労働者の福祉の向
上のため、対策を強化していきま
すので、ご理解とご協力をお願い
します。
問合せ先

大垣労働基準監督署　
☎ ０５８４－８０－５０８２
ハローワーク揖斐　☎ ２２－０１４９

※�民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上および地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。
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キャッシュレス決済の利用 
（一部）を開始しました！

　役場会計課の窓口において、次の
証明書発行手数料については、現金
納付の他に各種キャッシュレス決済
が利用できるようになりました。
◎キャッシュレス決済の利用が可
能なもの
・戸籍謄抄本等証明書発行手数料
・住民票等発行手数料
・印鑑登録証明書発行手数料
・臨時運行許可手数料
・各種税証明書発行手数料

▲キャッシュレス決済端末

問合せ先  会計課　☎ 35-5362
　　　　政策財政課　☎ 35-5363

「お金を自宅に保管」は危ない！

　ニセ電話詐欺の電話等があった
時に、自宅にお金があると、慌て
て犯人に渡してしまう可能性があ
ります。
　自宅にお金を保管すると泥棒に
入られ、金庫ごと盗まれてしまう
可能性もあります。
◎被害に遭わないために
・�電話機は、常時留守番設定にし

て、犯人からの電話に直接出な
いようにしましょう。

・�防犯機能機付き電話機を設置し
ましょう。

・�自宅にお金を保管せずに金融機
関等に預けておきましょう。

問合せ先  揖斐警察署　☎ ２３-０１１０

催し・講座

「家庭の日」啓発図画・ポスター
および作文の特選作品展

　本年の「家庭の日」啓発図画・
ポスター県出品および作文の特選
の作品展を行います。楽しい家庭
の一日を描いた作品をご鑑賞くだ
さい。
◎期日　１１月１日（水）～１５
日（水）
◎場所　総合町民センター　１階
ふれあいギャラリー
問合せ先  町青少年育成町民会議事
務局（生涯学習課）　☎ ３５-５３７９

普通救命講習会

　救急車が到着するまでのわずか
な時間に、その場に居合わせた人
が適切に応急手当ができるように
講習会を開催します。
◎内容　心肺蘇生法、ＡＥＤの使
用方法、異物除去法および大出血時
の止血法を習得する普通救命講習。
　郡消防組合消防本部のホーム
ページより応急手当ＷＥＢ講習

（ｅ−ラーニング）を事前に受講す
ると、講習時間が短縮されます。
詳しくはホームページで確認して
ください。
◎対象者　大野町・揖斐川町在住・
在勤・在学の人（中学生以上）
◎ 期 日　 奇 数 月 の 第 ３ 日 曜 日

（１１月１９日、令和６年１月２１
日、３月１７日）
◎時間　午前９時～正午（３時間）
※�応急手当ＷＥＢ講習を受講した

人は、午前１０時～正午（２時
間）（ＷＥＢ講習受講証明書を印

刷して（または画面メモ）持参
する。

◎場所　郡消防組合
◎参加費　無料
◎申込方法　１週間前までに申込
用紙に記入し、持参または電話で
申込む。
※�安全面に配慮しながら状況によ

り、変更の場合あり。
※動きやすい服装で参加する。
※企業、団体等の申込み受付可
　�（１０人以上は開催日以外でも

講習会実施可。要相談）。
※修了者に修了証を発行。
問合せ先  郡消防組合消防本部　警
防課　☎ ３２-２５５２

募　集

三行詩の募集

　町文化協会では、三行だけで気
持ちが伝わる詩を募集します。
◎昨年最優秀賞作品
値上げの秋！
値段は変わらず　量が少ない
私の体重も少なくならないかしら
◎応募方法　各地区公民館に備付
けの応募用紙に記入し、地区公民
館または生涯学習課に提出。
◎募集期限　１１月３０日（木）
◎主催　町文化協会
※テーマは自由です。
※�優秀作品には景品を用意してい

ます。
※�協会詩「文化おおの」に掲載し

ます。
問合せ先  町文化協会事務局（生涯
学習課）　☎ ３５-５３７９
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相　談

全国一斉「女性の人権 
ホットライン」強化週間

　夫・パートナーからの暴力や職
場等におけるセクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為等、女
性をめぐる人権問題について、人
権擁護委員が中心となって電話で
相談に応じます。
　相談は無料で、秘密は厳守しま
す。
◎相談日　１１月１５日（水）～
２１日（火）
◎相談時間　
平日　午前８時３０分～午後７時
土・日　午前１０時～午後５時
◎電話番号　☎ ０５７０－０７０－８１０
◎相談員　人権擁護委員、法務局
職員（平日は岐阜地方法務局人権
擁護課、土・日は名古屋法務局）
※�強化週間以外の日も平日午前８

時３０分～午後５時１５分まで
相談できます。

※�パソコン、携帯電話、スマート
フォンからも人権相談できます。

http://www.jinken.go.jp/

問合せ先  環境生活課　☎ ３５-５３７２

不動産無料相談会

◎相談内容　不動産に関する悩み
◎相談日　１１月１０日（金）
◎相談時間　午後１時３０分～３
時３０分
◎相談場所　町民相談室
問合せ先  岐阜県宅地建物取引業協
会西濃支部　☎ ０５８４-７３-２３００

おおのビジネス相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
みごと
◎相談日　１１月９日（木）
◎相談時間　午後１時～５時

（１件あたり６０分、午後４時最終
受付）※要予約

◎相談場所　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・問合せ先  まちづくり推進課
☎ ３5-5374

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　１１月１５日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※�日程場所等は諸事情により変更

となる場合がありますので予約
時に確認してください。

※�初めての人が優先
※�予約時簡単な聴き取りをします。
予約・問合せ先  福祉課　☎ ３5-5369

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　１１月１３日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月曜
日）
◎相談時間　午後１時～３時

（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先  保健センター 
☎ ３４-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　１１月１３日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月曜
日）
◎相談時間　午後１時～３時 

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先  保健センター 
☎ ３４-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　１１月７日（火）、１４
日（火）、２８日（火）
◎相談時間　午後１時～３時

（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員（人権
等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員（行政
等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先  
社会福祉協議会事務局　
☎ ３４-２１３０



１１月の休日当番医予定表

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

11

３
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００

かきのみ薬局大野店 ３５－５８２０

５
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００
日本調剤西濃薬局 ３５－５１１１

12
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００
日本調剤西濃薬局 ３５－５１１１

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

11

１９
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００
日本調剤西濃薬局 ３５－５１１１

２３
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００

かきのみ薬局大野店 ３５－５８２０

２６
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００
日本調剤西濃薬局 ３５－５１１１

※診療時間／午前9時～午後3時
※�都合により当番医が変更になる場合があります。あらかじめ電話でお確かめのうえ、受診してください。
※健康保険証を必ず持参してください。
※�休日在宅当番医は町ホームページまたは岐阜放送のデータ放送でも確認することができます。
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国　保　だ　よ　り

　国民健康保険では、国や県、町からの補助金と、加入する皆さんにお支払いいただく保険税を財源としていますが、
一人あたりの医療にかかる費用が年々増え続けています。日頃から、体調管理に気を配り、適切な医療受診を心が
けましょう。

◎医療費を節約するために
かかりつけ医をもち、はしご受診、時間外受診は控えましょう

・�病気やけがをしたとき、気軽に相談でき、病歴などを把握してもらうことで、より適切な医療を受けられます。
・�診療に対する心配や不信は、まずきちんとかかりつけ医に相談しましょう。自分の判断だけで受診先を変更す
ること（はしご受診）は、金銭的にも身体的にも負担が大きくなります。また、やむを得ない場合以外は、時
間外受診は控えましょう。
・�休日・夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った
時は、小児科医師・看護師に電話で相談できるこども医療電話相談事業を利用してください（電話番号
＃８０００）。

ジェネリック医薬品やお薬手帳を上手に利用しましょう

・�ジェネリック医薬品とは、特許が切れた新薬と同じ有効成分で製造された薬です。研究開発コストが少なく、
新薬より安価で購入することができます。
・�お薬手帳を１冊にまとめ、活用しましょう。薬の飲み合わせやもらい過ぎに気をつけ、薬が余っているときは、
医師や薬剤師にチェックしてもらいましょう。
・�マイナポータルでは、マイナンバーカードを利用して薬に関する情報が閲覧できます。また、ジェネリック医
薬品に切り替えた場合の削減可能額や、お薬手帳アプリへ連携可能なＱＲコードが閲覧できます。

� 問合せ先  住民課　☎ ３５-５３６８

防災行政無線をメール・アプリ・LINEで受信できます
　「情報発信おおの」は、町の情報をスマートフォンで受け取れる町公式情報アプリです。
　発信される最新のお知らせを見逃すことなくチェックできます。
◎防災行政無線をアプリや LINE で受信
　各種町からのお知らせもアプリや LINE で受信できます。
◎いざという時に備える機能
　防災マップや各種防災関連サイトの閲覧ができます。

問合せ先  総務課　☎ ３５－５３６４



図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時
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今月のおすすめ本

世界の映画の舞台&ロケ地
（地球の歩き方編集室編集 / 地球の歩き方）

　観賞後に思わず旅に出たくなるロケ地がすてきな映画や、
その国の文化や歴史の知識が深まる映画を４２２作品ピッ
クアップ。舞台となった場所の作品とからめた見どころを
旅の雑学とともに紹介する。データ：２０２３年４月現在。

もぐらけんせつ� 幼児（３～５歳）
（長崎 真悟さく童心社）

　ブルドーザー、ショベルカー、クレーン車…。たく
さんの重機を使って安全第一でお仕事をする「もぐら
けんせつ」。今日は、かたむいたリスさん一家の家をな
おします。たてものが出来ていく過程が楽しめる絵本。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●８８歳、しあわせデジタル生活

若宮 正子著 / 中央公論新社）
●畑の益虫とその増やし方

（ブティック社）
●頭のいい人が話す前に考えていること

（安達 裕哉著 / ダイヤモンド社）
●極楽征夷大将軍

（垣根 涼介著 / 文藝春秋）
●木挽町のあだ討ち

（永井 紗耶子著 / 新潮社）

●まほうのわくわくおにぎり� 幼児（０～５歳）
（まいのおやつ著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

●きょうりゅうゆうえんち� 幼児（３～５歳），小初
（やました こうへい作・絵 / ポプラ社）

●ほたるとワタルの物語� 小中
（小手鞠 るい作 / 金の星社）

●つかめ ! 理科ダマン� 小中，小上
（シン テフン作 / マガジンハウス）

●もうすぐ大人になる君が知っておくべき１３歳からの民法� 中，高
（岡 信太郎著 / 扶桑社）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示　「旅に出ましょう」展
　少しずつ日常が戻ってきました。行ってみたいと思っていた
あの場所へ今こそ行ってみませんか？今回は旅に出たくなる本
を集めました。旅に関するエッセイや紀行文、小説などを読ん
で旅を疑似体験しましょう。旅行知識も増え、旅心も満たされ
る本をご紹介します。読むだけでも旅をしている気分になれま
すよ。楽しい旅のヒントにいかがでしょう。

第７７回　読書週間　１０月２７日～１１月９日　 
「私のペースで しおりは進む」

ミックのページ

　次の土曜日の午後、ボランティアに
よるおはなし会を楽しんでいただけま
す。お気軽に参加してください。
◎日時　午後２時３０分～
　１１月４日（土）・１２月２日（土）
　・「和母（わはは）」さん
　１１月１８日（土）・１２月１６日（土）
　・「あおい空」さん
◎場所
　よみきかせコーナー

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

　インターネットから蔵書検索や予
約することができます。また予約確
保のお知らせや新着図書案内をメー
ルで受けとることができます。
　詳しくは利用者カードをお持ちのう
え、カウンターにて申込んでください。

URL：http://www.ono-kaki-bara-plaza.jp/tosyokan/tosyokan.html

11 月
日 月 火 水 木 金 土

				    1	 2	 3	 4
	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11
	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18
	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25
	 26	 27	 28	 29	 30	
	



保健師による

健康伝言板
ゲートキーパー研修会に 

参加しませんか？

◎ゲートキーパーとは？
　悩んでいる人のサインに気づき、声をかけたり話を聴いて必要な支援につなげ、そして見守
る、大切な人のこころを支える人のことです。
　ゲートキーパーは、専門家だけでなく、誰もがなることができます。
　友人や家族、近所の人など、悩んでいる様子に気づいたときに「どうやって声をかけたらい
いのだろう」「少しでも元気づけられたら…」と思うことはありませんか？
◎ゲートキーパー研修会を開催します
　身近な人のサインに気づいたときの話の聞き方や声のかけ方などを学ぶ研修です。
テ ー マ　ゲートキーパーについて　「傾聴」　３つのききかた
講　　師　臨床心理士・公認心理師　寺田　道夫　先生
日　　時　１２月１４日（木）　午後１時３０分～３時　（受付：午後１時１５分～）
場　　所　保健センター
定　　員　２０人
参 加 費　無料
申込方法　１２月１１日（月）までに保健センターへ申込む

※テーマ等は変更になる場合があります。� 問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

 同　　意 

人事案件（敬称略）

議第37号…………………………………………………………
大野町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
松浦　長夫（相羽）� ※任期は 3 年

議第38号…………………………………………………………
大野町教育委員会委員の任命同意について
常冨　みどり（寺内）� ※任期は 4 年

 可　　決 

条例関係

議第39号…………………………………………………………
大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
について
※地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に
伴い、所要の規定の整理のため、条例改正しました。

議第40号…………………………………………………………
大野町空家等対策条例の一部を改正する条例について
※空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正

する法律の施行に伴い、所要の規定の整理のため、
条例改正しました。

予算関係

議第42号…………………………………………………………
令和 5 年度大野町一般会計補正予算（第 4 号）

　�　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億1,558
万 4 千円を追加し、予算総額は、89億6,433万 6 千円
となりました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、地方交付税、地域介護・福祉空間整備

推進事業費等補助金、財政調整基金繰入金等
　　歳出では、公共施設整備基金積立金、揖斐広域連

合負担金、県道改良工事負担金、高等学校就学準備
等支援金支給事業等

議第43号…………………………………………………………
令和 5 年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 1 号）

　�　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億6,836

万 4 千円を追加し、予算総額は、25億4,736万 4 千円
となりました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、県支出金、基金繰入金、繰越金等
　　歳出では、給付費等

議第44号…………………………………………………………
令和 5 年度大野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第 1 号）
　�　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,154万 2 千円

を追加し、予算総額は、3 億5,094万 2 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、繰越金等
　　歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金等

議第45号…………………………………………………………
令和 5 年度大野町大野神戸インターチェンジ周辺ま
ちづくり整備事業特別会計補正予算（第 1 号）

　�　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 万 8 千円
を追加し、予算総額は、13億9,431万 8 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、繰越金等
　　歳出では、人件費

議第46号…………………………………………………………
令和 5 年度大野町上水道事業会計補正予算（第 1 号）

　�　収益的支出では 9 万 3 千円を追加し、支出総額は 3
億229万 3 千円に、資本的支出では2,510万 1 千円を追
加し、支出総額は 2 億3,480万 1 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　　配水設備改良費等

 認　　定 

決　　算

議第41号…………………………………………………………
令和 4 年度大野町上水道事業会計利益の処分及び決
算の認定について

認第 1 号… ……………………………………………………
令和 4 年度大野町一般会計歳入歳出決算の認定について

認第 2 号… ……………………………………………………
令和 4 年度大野町国民健康保険事業特別会計歳入歳
出決算の認定について

認第 3 号… ……………………………………………………
令和 4 年度大野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出
決算の認定について

議会の窓
議会広報編集委員会
　委 員 長　永井　啓介
　副委員長　野村　光宣
　委　　員　長沼　健治郎
　委　　員　ひろせ　一彦

大野町議会　第３回定例会
　本定例会は、 9月 5日から13日までの 9日間の会期で開催し、人事案件、条例改正、各会計予算、決算
など14議案を審議し、同意、可決及び認定をしました。
　また、12日には 6名の議員が町政に対する一般質問をしました。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

答弁
（産業建設部長）

　台風 7 号の接近に伴い、大雨警報（土砂災害）のレベル 4 が発表されたため、災害対策
本部を設置し非常体制の配備を行いました。また、第 2 ・ 3 ・ 4 公民館において避難所を
開設するとともに、野、稲富、古川、寺内、牛洞、松山地区の1,024世帯（2,829名）に高齢
者等避難を発令し、第 4 公民館に最大18名の方が避難されました。その後、大雨警報がレ
ベル 3 になったため災害警戒本部に切り替え、第 2 ・ 3 公民館の避難所を閉鎖、また第 4
公民館については避難された方が全員帰宅された後で、避難所を閉鎖しました。
　今回の豪雨災害に伴う被害については、家屋敷地や農地へ土砂の流入がありました。

　今後の対策としては、治山事業について町から県へ 5 ヶ所の要望をしており、順次、県により工事が実施される
予定です。加えて、今回の豪雨災害により、牛洞地区の白鬚神社東付近（西上ヶ洞谷）からの土石流による被害が
甚大であったことから、県が災害関連緊急治山事業として緊急に治山事業を進めていくこととなり、早ければ今年
度中に事業開始予定となっています。
　この度の豪雨災害では土砂災害が発生しましたが、治山堰堤の本体工事が完了している箇所の山林からの土砂流
出は他に比べて少なく、治山事業の一定の効果が見られました。今後も治山事業の採択及び事業の早期着手に向け、
引き続き県へ働きかけてまいります。

一 般 質 問

長沼　健治郎 議員

質問1 　�台風 7号に伴う豪雨災害の状況と今後治山治水対策及び牛洞
地区の治山堰堤工事の進捗状況について（一括質問一括答弁）

　　　　　　�　台風 7 号に伴う豪雨で、牛洞地区及び野地区の北部山麓一帯は、山から
の土砂流入等により甚大な被害の発生を自分なりに現地で確認しておりま
すが、16日、17日の大雨警報に対する警戒態勢と避難状況を時系列で示し、
被害状況とそれに対する今後の治山治水対策及び牛洞地区の治山堰堤工事
の進捗状況についてもお伺いします。

再質問

Q  �1 つ目に降雨時から遅れて発生する土砂災害を考慮した避難所閉鎖の判断であったのかについて、2 つ目に
牛洞地区において治山治水対策で欠かすことができない地質の確認が適切にされていたのかについて、3 つ
目に保安林（※）の指定状況についてお伺いします。（※農林水産大臣や都道府県知事により、森林が持つ
洪水防止及び土砂流出や崩壊を防止する等の機能を特に発揮させる必要のある森林として指定された森林）�

認第 4 号… ……………………………………………………
令和 4 年度大野町大野神戸インターチェンジ周辺まち
づくり整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

　いずれの会計も監査委員の審査を受けたもので、それ
ぞれ認定をしました。

 報 告 等 

諸般の報告

令和 4 年度大野町教育委員会点検評価について
※地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に

基づき、令和 4 年度の大野町教育委員会点検評価に
ついて報告がありました。

報第 1 号… ……………………………………………………
令和 4 年度大野町健全化判断比率の報告について
※地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基

づき、令和 4 年度決算における「実質赤字比率」「連
結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」は、

「良好な状態を示している」との報告がありました。

報第 2 号… ……………………………………………………
令和 4 年度大野町の公営企業における資金不足比率
の報告について

※地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基
づき、令和 4 年度決算における公営企業会計（インター
チェンジ整備、上水道）における資金不足比率は、「特
に指摘すべき事項はない」との報告がありました。

議員派遣

　�　大野町議会会議規則第120条第 1 項の規定により、
次のとおり議員を派遣しました。

1 　第 1 回揖斐郡消防組合議会臨時会
　①目　　的　会議出席のため
　②派 遣 先　大野町大字中之元
　③期　　間　令和 5 年 6 月27日
　④派遣議員　山川議長
　他22件

2 　大野町敬老会
　①目　　的　式典出席のため
　②派 遣 先　大野町大字黒野
　③期　　間　令和 5 年 9 月18日
　④派遣議員　全議員
　他 9 件
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宇野　等 議員

質問 　�第七次総合計画策定を見据えた重点事業の推進について�
（一問一答）

　　　　　　�　次の重点事業について、財源措置やスケジュールを含め、具体的にどの
ように推進されるのかお伺いします。

　　　　　　　①こども園の統廃合による施設改修（運営方法を含む）について
　　　　　　　②公民館のコミュニティセンター移行について
　　　　　　　③南部地区の治水対策について
　　　　　　　④�西濃厚生病院の開院、イビデン株式会社の開業を見据えた公共交通政

策について

答弁
（町長）

　社会経済情勢が大きく変化する中、本町においても、町民の豊かな住生活の実現に向け
ての取組みは重要な施策のひとつであると考えています。
　住生活基本計画は、平成18年 6 月に施行された住生活基本法に基づき国が同年 9 月に策
定し、県においても平成19年 3 月に策定されました。なお、市町村においては、同計画の
策定は任意となっています。
　少子高齢化社会の到来や激甚化する自然災害への対応、脱炭素社会の実現に向けての対策、
住宅確保要配慮者の住居の安定確保など、町の住生活を取巻く課題は多様化・複雑化しており、

同計画の策定にあたっては、町の関連する計画の上位計画として位置づけ、整合を諮ることが重要とされています。
　本町においても、公営住宅のあり方や空家対策を住生活に関する喫緊の課題として捉え、公営住宅については昨
年度長寿命化計画を策定し、空家対策については今年度内に空家等対策計画の改定に向け作業を進めているところ
で、それぞれの個別計画に基づいて取組みを強化しています。まずは、関連する個別計画に基づく施策を推進し、
併せて、最上位計画である今後の第七次総合計画の中で住生活に関わる諸施策に取り組んでまいります。

答弁①
（町長）

　現在運営している西こども園及び南こども園の統廃合について、南こども園の園舎を大
規模改修し、令和 8 年から統合園の運営を行う予定としています。運営方法については、
公営や民営のほか、町と民間法人間の協定締結により、人員配置や保育内容等の運営に町
が関与しつつ、民間が施設運営を行う公私連携型での運営方法もあります。今後、民間事
業者との連携促進や、公共施設等総合管理計画における他施設の整備計画に合わせた複合
化など、民間活力の導入を含めて幅広く検討してまいります。

質問２ 　�住生活基本法に基づく住生活基本計画（マスタープラン）の
策定について（一括質問一括答弁）

　　　　　　�　鶯地区のタウンミーティングにおいて、病院や企業の進出に伴い移住定
住政策としての住宅用地の確保などの質問があり、住宅は社会の基本的な
構成要素であると共にそれは地域を構成する重要な要素です。他の関連計
画の中での位置づけを明確にして住宅政策の方向性を定める基本計画を策
定したらどうかお伺いします。

A  �大雨警報がレベル 4 からレベル 3 へ引き下げられたことを受け、避難していた住民の方への避難意向の確認
を行い、全員が帰宅された後に避難所の閉鎖をしましたが、大雨警報の気象情報だけではなく、現場の土砂
災害状況等を確認するなど、総合的に判断することが必要であったのではないかとも感じています。今後の
避難所の閉鎖は、慎重に対処してまいります。�  
次に、牛洞地区の山林における地質については、主にチャートと呼ばれる堆積岩（主成分が二酸化ケイ素で
できている非常に硬く層状となっている岩石）となっています。近年発生した全国の土砂災害の事例を調べ
ましたが、それぞれの災害箇所での地質は必ずしも同一ではないことから、土砂流出の要因としては、記録
的な降雨に伴う表層崩壊が多発したことによるものと考えられます。�  
また、牛洞地区内の保安林については、治山工事を実施している又は予定している箇所一帯の山林において
県が土砂流出防備保安林として指定を行っており、指定した山林にて土砂災害防止対策に取り組んでいくこ
ととなっています。
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答弁②
（町長）

　先の一般質問にて答弁をしましたとおり、令和 6 年 4 月からの公民館のコミュニティセ
ンター移行を目標に、県内市町の調査や先進事例を参考としつつ、本町に合ったコミュニ
ティセンターの骨子づくりに向けて取り組んできました。
　コミュニティセンターは、現行の公民館がもつ社会教育分野の役割に加え、地域文化や地
域福祉、地域防災等としての拠点、地域住民の交流等の役割を有しており、複合的で地域性
に特化した役割を担うことが必要となります。特に、現在検討を進めている小中学校のあり
方の動向によっては、学校が担う機能をコミュニティセンターが担う可能性も考えられます。

　コミュニティセンターのもつ役割・機能が多岐にわたることを勘案し、第七次総合計画の策定過程で、庁内での
横断的な議論を経たうえで総合計画における位置づけを行い、関係課の共通理解のもと、コニュニティーセンター
への移行を進めていくことが重要であることから、移行時期の目標を第七次総合計画の初年度、また小学校のあり
方に係る基本計画の策定年度となる令和 7 年度とし、進めてまいりたいと考えています。

再質問

Q  �統合園を公営とした場合、人事異動等の諸問題が生じることが懸念されます。そのほか、複数園間での競争
原理が働くことによる相乗作用を期待するためにも、例えば現在東さくらこども園を運営している町社会福
祉協議会への移譲もひとつの選択肢であると考えます。また、民間移譲とした場合の現職員の処遇について
どのようにお考えか、併せてお伺いします。�

A  �ご指摘のとおり、統合園を公営とした場合に生じる問題のひとつに人事異動の制限が挙げられます。人事異
動を行う目的は様々でありますが、組織を活性化するための重要な要素であると考えていますので、今後、
運営方法について慎重に検討をしてまいります。�  
また、本町では現在、公立 2 園のほか、「幼児療育センターなないろ」や「子育てはうす ぱすてる」にも保
育士を配置しています。民間移譲とする場合には、今後必要となる保育士配置数を十分に分析するとともに、
職員に対する意向調査の実施や派遣条例の整備等の対応が必要となります。

答弁③
（町長）

　南部地区のこれまでに実施してきた治水対策について、本町では、平成16年より大野町
南部地域治水対策協議会を設立し、冠水の原因となった一級河川花田川の越水対策や農業
用排水の対策、国・県へ内水対策の要望活動を行い、その結果、国・県において、平成22
年に花田川と下座倉地区に排水機場が建設されました。その後、平成30年 7 月には大野町
花田川流域南部治水対策委員会を立ち上げ、地元と豪雨時等の出水状況の情報を共有し、
問題点に対してその都度、国の機関である国土交通省木曽川上流河川事務所への要望活動
を続けているところです。

再質問

Q  �台風 7 号による豪雨を受け、下座倉地内の排水路が溢れたことにより主要地方道路岐阜巣南大野線の交差点
付近が一部冠水しました。これを踏まえ、現在設置されている排水機場（下座倉・花田川）のほか、新たな
排水機場の整備が必要であると考えますが、どのようにお考えですか。�

A  �今回の冠水は、揖斐川上流部の大雨により横山ダムから毎秒 280 トンを超える大量の放流があり揖斐川が増
水したこと、また根尾川上流部での大雨により一気に根尾川の水量が増えたことなどから外水の水位が急激
に上がり、さらに下座倉排水機場の運転開始が遅延したことなどの様々な要因が考えられます。因果関係を
分析し、今後の対策を進めてまいります。�  
現在設置されている 2 つの排水機場は、国・県により、想定される雨量を基に算出されて設置がなされてい
ますが、昨今の豪雨は想定を上回る雨量であることも踏まえ、流域治水の考えのもと、既設の排水機場の能
力アップのほか、場合によっては排水機場の増設についての要望も検討してまいりたいと考えています。

答弁④
（町長）

　喫緊の課題としては、10月に開院する西濃厚生病院へアクセスする公共交通の充実であ
ると考えています。本町では、バス路線の病院延伸やあいのりくんプラスの運行の見直し
を進めているところですが、西濃厚生病院は町外在住者の利用も多く想定されることから、
近隣市町でも病院への乗り入れへの対応がなされています。今後も近隣市町との協議をし
ながら、引き続き公共交通の利便性向上に努めてまいります。
　また、イビデン株式会社の操業開始に向け、渋滞対策の検討も進めてまいります。
　そのほか、2024年問題（※）はバスやタクシー運行業者にとっても深刻な問題となって
おり、地域における新たな移動手段として、一般の自家用車を利用した「地域ライドシェア」

の仕組み等の研究も必要であると考えています。
※物流業界の運転手不足や高齢化、労働時間の削減等、働き方改革によって労働者不足が生じる問題
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答弁
（民生部長）

　本町から西濃環境整備組合に搬入される家庭系可燃ごみの量は、過去 5 年間の平均が
2,760トンとなっており、搬入される家庭系・粗大系・事業系を合わせた総搬入量のうち約
63％を占めています。

野村　光宣 議員

質問 　家庭系可燃ごみの減量化について （一問一答）
　　　　　　�　ごみの減量化は喫緊の課題であり、なかでも家庭系可燃ごみの西濃環境

整備組合への搬入量はかなりの量になっていると聞きます。
　　　　　　�　そこで、過去 5 年間の搬入量、減量化への啓発、また、減量化機器等購

入に対する助成など、今後の取組みについて、町ではどのようにお考えか
お伺いします。

再質問

Q  �昨年度搬入された家庭系可燃ごみの約 41％が水分であったことから、総搬入量の抑制に加え、生ごみ等の水
分を除くことが家庭ごみの減量化につながると考えますが、どのようにお考えですか。�

A  �西濃環境整備組合へのごみの搬入量は、近年横ばいの状況が続いています。また、西濃環境整備組合の負担
金については、均等割、人口割及び搬入量割で構成されていますが、そのうち搬入量割が占める割合が 9 割
以上であることを踏まえ、ごみの搬入量の抑制のため、生ごみの水分量を減らすことや、資源ごみの分別及
び可燃ごみの絶対量を減らすことが重要であると考えます。

Q  �ごみの減量化に向けた啓発状況についてお伺いします。�

A  �広報紙では、食品ロス削減月間（10 月）に合わせてごみ削減に関する記事を掲載しているほか、町ホームペー
ジや行事カレンダーにて生ごみ等の水切りについて掲載し、また、ごみ分別辞典やごみ分別促進アプリの活
用の周知により、ごみの減量化に向けた啓発に努めています。更に、資源ごみの再資源化を「見える化」す
ることにより、町民の皆様に分かりやすい啓発活動に努めてまいります。

Q  �昨年度発行された広報 12 月号で廃棄物減量等推進審議会（9 月開催）の結果が報告されていますが、ごみの
搬入量が最も多いのが 8 月であることを踏まえると、上半期での啓発が必要であると考えます。また、ごみ
の削減方法等を広く募ることを目的としたモニターを募集し、優秀なアイディアを広報紙で紹介するなどの
啓発方法も考えられますが、いかがですか。�

A  �広報紙への掲載時期を踏まえ、廃棄物減量等推進審議会の開催時期の見直しを検討したいと考えています。ま
た、議員御提案の啓発手法についても、他自治体の事例を参考にしながら、より良い手法を検討してまいります。

Q  �家庭ごみの減量化には、コンポストの設置や生ごみ乾燥機の活用が有効手法のひとつであり、きめ細やかな
啓発に加え、これらの機器等への購入助成も必要であると考えますが、どのようにお考えですか。�

A  �コンポストや生ごみ処理機を活用したごみの排出量の削減は、循環型社会形成を構築する上で有効な手法で
あることから、これらの機器等に係る助成制度の実施に向け、検討してまいります。

答弁
（民生部長）

　おくやみコーナーとは、死亡に関する手続きを行うための専門窓口で、亡くなった方や
遺族の状況に応じて申請書の受付や補助、関係する課への案内を行うワンストップサービ
スを提供する場とされています。
　現在、本町ではおくやみコーナーの設置はありませんが、住民課窓口において、死亡に
関する各種手続きに係るワンストップサービスを平成25年度より実施しています。
　亡くなられた方の状況によって必要となる手続きが様々であることや、本町の直近 5 年間平均
の死亡者数（244名）から想定される専門窓口の利用頻度、専用窓口を設置する場所の確保、専

門職員の人員配置等を含めて総合的に勘案すると、課題も多く、現時点ではおくやみコーナーの設置は難しいと考えます。

ひろせ　一彦 議員

質問 　「おくやみコーナー」窓口の導入について（一問一答）
　　　　　　�　故人に関わる情報を集約し、ワンストップサービスとしている作業をこ

の際町民にとって、有り難い優しいサービス窓口「おくやみコーナー」と
して設置して頂きたい。その事を広報紙やホームページ等で周知・啓発す
ると同時に、役所以外の必要な手続きを紹介する「おくやみハンドブック」
を作成し、死亡届提出者にお渡ししてはどうか。
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再質問

Q  �現在、住民課窓口に設置されている案内看板に「おくやみコーナー」と記載することや、受付カウンターに
四角柱看板を設置することについては、どのようにお考えですか。�

A  �現時点において、上記理由により専門コーナーの設置は難しいことから、案内看板への表示や四角柱看板の
設置はいたしませんが、今年度新たに設置した窓口のあり方検討部会の中で、窓口の混雑緩和や待機時間の
解消に向けた窓口業務改善等を検討するとともに、部会による事務分析及び事務改善を通した各手続きの簡
素化を含め、引き続き住民の皆様に分かりやすいサービスの提供に努めてまいります。

Q  �ワンストップサービスの実施に係る広報紙等への周知・啓発状況について伺います。�

A  �現状のワンストップサービスの内容について、また、窓口のあり方を検討していく中で住民の皆様へ周知が
必要な内容については、随時広報紙やホームページ等でお知らせしてまいります。

Q  �役場以外で必要な手続きを紹介する「おくやみハンドブック」を作成し、死亡届提出者にお渡しすることを
推奨しますが、いかがですか。�

A  �現在、本町では、死亡届受理の際に「死亡後の手続き一覧表」を配布しています。この一覧表には、役場内で
行う手続きのみが記載されているため、役場以外での必要な手続きを追加するなど、住民の皆様にとって分か
りやすい案内となるよう一覧表の内容の見直しを進めてまいります。

再質問

Q  �大野の太鼓判に認定されている返礼品や、空き家見守りサービス等のモノではない返礼品が選択されている
件数等について伺います。�

A  �現在、登録のある大野の太鼓判 20 件のうち、返礼品として登録されている商品は 11 件です。ふるさと納税
返礼品の中で大野の太鼓判の登録商品が選択された件数は、令和 4 年度においては 205 件で、全体の 10.3％
を占めています。�  
また、モノ以外の返礼品として、ゴルフクラブの利用券やグライダーの搭乗券等は一定の需要が見られます
が、見守りサービスや空き地の除草サービスが選択された実績はほぼありません。

Q  �多くの自治体では、モノではない体験型返礼品の開発が取り組まれていますが、本町での取組状況を伺いま
す。また、ふるさと納税に係る SNS 等を活用した啓発状況も教えてください。�

A  �ふるさと納税制度の本来の目的を鑑みると、肉や生鮮品のみならず、見守りサービス等のソフト面を増やして
いくことも重要であると考えます。現在登録のある返礼品にも一定の需要があることも踏まえ、需要のあるソ
フト面の返礼品について検討をしたいと考えます。�  
現在、町ホームページにおいて、大野の太鼓判や特産品開発事業のページにふるさと納税寄附サイトを紐づけ
る等の工夫をし、各サイトのブラッシュアップに努めています。今後は、返礼品特集等を発信する SNS からふ
るさと納税関連サイトに繋がるような仕組みづくりについても検討してまいります。

宇佐美　みやこ 議員

質問 　�ふるさと納税の活用とそれを活かした「まちづくり」につい
て（一問一答）

　　　　　　�　町ならではの体験型返礼品や、町の歴史・文化、文化財、偉人・先人を活
かしたものを打ち出し、それをまちづくりと一体化させ、活性化につなげたい。

　　　　　　　①ふるさと納税の現状
　　　　　　　②返礼品の状況
　　　　　　　③ふるさと納税の増収に向けた取組みについて
　　　　　　　④本来の意味での故郷への想いに訴えかける施策について

答弁①②③
（産業建設部長）

　ふるさと納税には、個人版ふるさと納税と企業版ふるさと納税があり、個人版ふるさと
納税の寄附件数及び金額実績は、令和 3 年度は6,118万8,000円（2,288件）、令和 4 年度は5,655
万円（1,991件）となっています。企業版ふるさと納税は、令和 3 年度までに要綱等の整備
により受入体制を整え、令和 4 年度からスタートしました。令和 4 年度は50万円（ 2 件）
の実績となっています。
　ふるさと納税の寄附者は、寄附金の使途目的を選択することができます。本町では、個
人版及び企業版ふるさと納税において、それぞれ 5 つの項目を設定していますが、令和 4

年度の個人版ふるさと納税では、 5 つの項目のうち「町におまかせ」の選択が全体の約半分を占めています。
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井上　保子 議員

質問 　�不登校・ひきこもり（8050 問題）について（一括質問一括
答弁）

　　　　　　�①�誰もが安心な学校、居場所づくりが必要であると考えます。不登校対策
について、どのようにお考えかお伺いします。

　　　　　　②�ひきこもりが長期化し、高齢の親（80代）と子ども（50代）が生活に困
窮する8050問題が深刻化しています。ひきこもり対策について、どのよ
うにお考えかお伺いします。

�
答弁④
（町長）

Q  �ふるさと納税制度の本来の目的である「寄附を通じたふるさとの応援先」に選んでもらえる
よう、本町の文化や文化財、偉人、先人を活かした施策について、どのようにお考えですか。

A  �ふるさと納税制度とは、生まれ育った故郷や応援したい自治体に対し、寄附を通じて
その地域の振興や発展を支援することが目的とされていますが、返礼品を目的とした
寄附が多いことや、返礼品となり得る資源が豊富な自治体と乏しい自治体との格差の
広がりが問題となっています。

　そのような中、本来のふるさと納税のあり方が保たれ、かつ明確な使途目的をもった本
町の歴史的資源等を活かす方法として、例えば旧北岡田家住宅等の修復などが考えられます。そのほか、国宝であ
る絹本著色五大尊像や野古墳群から出土した鎏金獣帯鏡などの国・県・町指定の重要文化財のアピール、竹中半兵
衛等を絡めた体験型返礼品の展開等も検討し、交流人口や関係人口を増やすとともに、本町が広く認識され、ふる
さと納税先に選ばれるための文化財等を活かした仕組みづくりも必要となってくるのではないかと考えます。

答弁①
（教育長）

　町教育委員会では、欠席日数が多い児童生徒の報告を毎月各小中学校より受け、不登校
の状況を把握しています。 7 月末においては、不登校の目安となる年間30日以上欠席して
いる児童生徒は、小学校が 9 名、中学校が15名となっています。
　不登校の原因は多種多様ですが、まずは子どもたちが安心することができる環境、場所
を確保することが必要です。
　いつもと違う様子が見られた場合の教育相談等の早期対応や、電話連絡・家庭訪問によ
る不登校児童生徒や保護者への継続的な対応、また管理職や生徒指導主事等との連携によ

る組織での対応に努めています。また、いじめ・不登校アドバイザーやスクールカウンセラー等の専門的な知見の
活用も進めるとともに、全学校において、スクールカウンセラーによる SOS の出し方教育（※ 1 ）を実施してい
ます。そのほか、全ての教職員が適切な対応ができるよう、授業の進め方についての研修のみならず、特別支援教
育や教育相談の研修も進めています。今後も引き続き研修会や OJT（※ 2 ）を通し、教職員の資質や指導技術の
向上に努めてまいります。
　現在、本町では、各学校に「校内適用教室」を設け、教室に入りづらい子どもたちが安心して過ごせる居場所を
設置しています。校内適応教室は、不登校児童生徒への対応だけでなく、学校生活で困り感がある子どもたちが落
ち着くための場所ともなっており、不登校の未然防止の役割も担っています。それでも学校に行きづらいと考えて
いる児童生徒には、郡教育研修センターの児童生徒適応指導教室（ほほえみ教室）を紹介し、勉強や共同作業など
様々な活動を通して、学校復帰への道筋をつけています。
　令和 5 年度の全国学力学習状況調査では、「学校に行くのは楽しいですか」の質問に対して、「あてはまる」「どちら
かと言えばあてはまる」と回答した割合が、小学校児童は90.8％、中学校生徒は83.4％であり、小・中学校ともに全国・
県の平均を大きく上回る結果となりました。こうした子どもたちの気持ちを損なうことのないよう、そして学校に登
校しづらさを抱えている子どもたちを取り残すことのないよう、今後も不登校対策に積極的に取り組んでまいります。
※ 1 　信頼できる身近な大人へ SOS を出し、SOS を受けた大人が支援をすることができるようにすることを目的とした教育
※ 2 　�オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略で、上司や先輩が部下や後輩に対して実際の仕事を通して指導し、知識や技術等を身に付

けさせる教育方法

答弁②
（民生部長）

　現在、本町では、福祉課・保健センター・社会福祉協議会等にひきこもりに関する相談
窓口を設け、各々での個別事案を関係機関が連携して支援内容を検討し、継続した支援を
行っています。また、保健センターでは、こころの健康相談を月 1 回行い、令和 4 年度か
らは、ひきこもりに関する相談会を年 4 回実施しています。今後は、ひきこもり支援に関
する啓発や相談窓口の周知、支援対象者の実態やニーズの把握に努めてまいります。
　また、ひきこもり状態にある方など社会参加に向けた支援を必要とする方を対象とし、
個別ケースの具体的な支援プランの作成等に関する情報共有や、地域における対応方針の

検討、各機関が連携・情報共有できる関係性の構築を行う「市町村プラットホーム」の今年度設置・運営に向け、
役場内の関係者連絡会及び関係機関も含めた連携会議を設置し、一人ひとりの状況に応じた支援につなげてまいり
たいと考えています。
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議 会 の う ご き【議会議員が出席した主な行事等】

6 月

10 月

7 月
6 日 令和 5 年度東海環状自動車道西回りルート建設促進大会・事業説明会 山川議長
8 日 道の駅「パレットピアおおの」開駅 5 周年記念セレモニー 山川議長
11 日 令和 5 年度主要地方道岐阜関ケ原線道路建設促進期成同盟会定期総会 山川議長
14 日 大野町北見市友好交流事業実行委員会設立総会 山川議長
18 日 例月審査 宇佐美監査委員

令和 5 年度大垣・神戸・大野線道路整備促進期成同盟会総会 山川議長
令和 5 年度主要地方道岐阜巣南大野線整備促進期成同盟会総会 山川議長・ひろせ民建委員長
令和 5 年度本巣・瑞穂・大野・神戸・東海環状自動車道建設促進協議会総会 山川議長

20 日 西濃用水協議会総会 山川議長
24 日～ 27 日 決算審査 宇佐美監査委員
27 日 健全化判断比率審査・資金不足比率審査 宇佐美監査委員

27 日 令和 5 年第 1 回揖斐郡消防組合議会臨時会 山川議長
国道 303 号改良整備促進期成同盟会会計監査 山川議長

8 月
3 日 令和 5 年第 3 回揖斐広域連合議会臨時会 山川議員・井上議員・長沼議員・国枝議員
5 日 子ども未来シンポジウム 山川議長・井上議員・長沼議員・国枝議員・宇野議員・

ひろせ議員・野村議員・宇佐美議員・久保田議員
8 日 令和 5 年度おおの創生総合戦略検討委員会 山川議長
12 日 第 28 回根尾川花火大会安全祈願祭及び開会セレモニー 山川議長・ひろせ民建委員長

第 28 回根尾川花火大会 全議員
13 日 第 28 回根尾川花火大会に係る清掃活動 全議員

第 59 回夏まつり大野おどり 山川議長・永井副議長・井上議員・国枝議員・
ひろせ議員・野村議員・宇佐美議員・久保田議員

17 日 令和 5 年度大野町小学校児童国内派遣事業壮行会 山川議長
18 日 岐阜県町村議会議長会理事会 山川議長

第 2 回岐阜県町村議会議長会評議員会 山川議長
21 日 令和 5 年度市町村議会議員セミナー 長沼議員
23 日 令和 5 年度合同総会（東海環状自動車道建設促進岐阜県西部協議会 /

国道 21 号・22 号及び岐阜南部横断ハイウェイ整備促進期成同盟会）山川議長

24 日 例月審査 宇佐美監査委員
監査委員協議会 宇佐美監査委員
令和 5 年度大野町小学校児童国内派遣事業報告会 山川議長

25 日 財務監査 宇佐美監査委員
29 日 議会運営委員会 委員・山川議長

9 月
5 日 第 3 回定例会（開会） 全議員

全員協議会 全議員
議会運営委員会 委員・山川議長

6 日 総務文教常任委員会 全議員
7 日 民生建設常任委員会 全議員
12 日 第 3 回定例会（一般質問） 全議員

議会運営委員会 委員・山川議長
13 日 第 3 回定例会（閉会） 全議員
18 日 令和 5 年度大野町敬老会 全議員
19 日 例月審査 宇佐美監査委員
19 日～ 20 日 令和 5 年度揖斐郡町村会・町村議会議長会合同県外視察研修 山川議長
20 日 議会広報編集委員会 委員
21 日 岐阜・西濃医療センター西濃厚生病院施設整備事業竣工式 山川議長
22 日 岐阜・西濃医療センター西濃厚生病院内覧会 全議員
25 日 財務監査 宇佐美監査委員
26 日 令和 5 年度大野町表彰審査委員会 山川議長
27 日 令和 5 年度大野町戦没者追悼式 山川議長

2 日～ 3 日 議員研修（公益社団法人全国市町村研修財団全国市町村国際文化研修所）ひろせ議員
11 日 第 74 回岐阜県町村議会議長会定期総会 / 町村議会正副議長研修会 山川議長、永井副議長
16 日～ 17 日 大野町議会 視察研修 全議員

略　総文＝総務文教常任委員会　　民建＝民生建設常任委員会
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社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

☎34-2130　HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo大野町社会福祉協議会

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
～募金で支えられた人は、募金で支える人になる～

　１０月１日から「第７７回赤い羽根共同募金運動」が全国一斉
に実施されています。赤い羽根には「たすけあい」「思いやり」「し
あわせ」の思いが込められています。
　大野町内のイベントや各地区を通じての世帯募金、町内法人・
団体様による法人募金、街頭募金活動、そして、町内の協力店様
による募金箱の設置とポスター掲示等のご協力のもと、募金活動
を広めていただきながら運動を実施しています。
　社会の変化のなか、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすこ
とができるよう、皆様からお寄せいただいた募金は「じぶんの町
をよくするしくみ。」をテーマとして、地域の集いの場の支援や
日常生活支援のため、「いきいきサロン普及事業」や「安心カード」
等の地域福祉活動に使われています。
　また、共同募金は災害時の復興支援にも役立てられます。募金
額の一部を各都道府県の共同募金会にて「災害等準備金」として
積み立てしており、大規模災害が起きた際の災害ボランティア活
動支援や、被災地を応援するために使われます。

　共同募金の助成金は、全国で行われている多くの活動のために活用されています。活用内容は、インター
ネット上の赤い羽根データーベース「はねっと」にも公開されています。
� （https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home）

各地区公民館に新しく募金箱を設置させていただきました。

皆様の温かいご支援をお願いいたします。

社会福祉協議会だより
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

共同募金歳末たすけあい援助事業のお知らせ

ふれあい・いきいきサロン 新規開催

「まちｃａｆｅ」「よってこカフェ」　開催中

　新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らせるように、次の項目に該当す
る方に対して商品券を贈る事業を実施します。
【対象者及び内容】※町内に住所を有し、施設に入所されていない方
　項目が重複する場合は、１つの項目での申請となります。
　■介護認定で要介護度４または５の方
　■身体障害者手帳１級の方
　■療育手帳をお持ちの方
　■精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
　■大野町準要保護児童生徒就学援助費を受給されている方

【申請締切】令和５年１１月２４日　金曜日　午後５時まで
【申請方法】社協窓口、社協ホームページにある申請書により申請してください。
　　　　　 （http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo）
　　　　　 申請書様式の郵送をご希望の方は電話でご連絡ください。
【必要な物】申請書及び対象であることを証明するものの原本の提示あるいはコピーの提出。

　令和５年９月に松山地区において新しく「松山ふれあ
いサロン」が立ち上がりました。
　初回は１５名の方が参加され、時間いっぱいゲームや
お話をして楽しく過ごされました。今後も役員の皆様に
よって各種イベントが開かれる予定です。
　開催日時：第２水曜日
　　　　　　午前１０時から１１時
　場　　所：松山研修センター
　参 加 費：１００円

　誰でも気軽にお茶とお話を楽しむ場として、町内の２か所でカフェを開催しています。
　是非お立ち寄りください。
【場所・日時】
　まちｃａｆｅ　：平和堂大野店１階　ふれあい通り　１０：００～１５：００
　よってこカフェ：大野のわっか（大野小学校南側）　 １０：００～１２：００

【参加費】　１００円（お菓子、飲み物が付きます）

ボランティア募集中
人とお話しすることが好きな方、ボランティアに興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

� 問合せ先  社会福祉協議会 ☎ ３４－２１３０

１１月
２日 ９日 １４日 １６日 ３０日

まち cafe まち cafe よってこカフェ まち cafe まち cafe

１２月
７日 １２日 １４日 ２１日

まち cafe よってこカフェ まち cafe まち cafe

社会福祉協議会だより
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大野町社会福祉協議会 賛助会費納入ご協力のお礼
　大野町社会福祉協議会の会費納入につきましては、毎年皆様の暖かいご理解とご協力をいただいており、
深く感謝申し上げます。令和５年度にいただいた賛助会費（法人会費）のご報告をさせていただきます。
　皆様からお寄せいただいた会費は、「町内の誰もが安心して生活することができる地域福祉づくり」を推
進する、地域福祉活動の財源として活用させていただきます。

賛助会費　１０３法人
１０６口　５３０，０００円

賛助会費にご協力いただいた事業所の皆様、誠にありがとうございました。

〔２口　１０，０００円〕
有限会社　牧村電機 マルダイ株式会社 株式会社 岐阜セラツク製造所 大野鶯工場

〔１口　　５，０００円〕
（株）稲富石油
羽島警察犬・愛犬大野訓練所
（株）清翔
（株）西濃電子システム
（福）擁童協会　西濃向生園
（有）大窪運送店
（有）川瀬モータース
大野町商工会
ヨシテク工業（株）
（株）ウメショウ
（医）康誠会　プラザ２１おおの
大垣西濃信用金庫　大野支店
（株）柏鳥堂
山本産業（株）
（株）野村建設
岐阜興業（株）
（福）樹心会 児童養護施設 樹心寮
岐阜梱包（株）
（医）のぞみ ゆり形成内科整形おおの
（有）岡部グループ
（株）ケイサービス
（有）梅津印刷
（一社）揖斐郡大野自動車整備協会
（株）村木葬祭
松井石材
（有）寄棟瓦工事店
（株）三和サービス
（株）ヌベール
（株）小森不動産
栗本建材（株）　大野工場
（株）岡本工機
昭和コンクリート工業（株）
いび川農業協同組合　大野支店

（有）河野組
（有）秦運輸
（福）浩仁会　まほろば
杉原酒造（株）
（株）東海リード
揖斐タクシー（株）
大久保医院
（株）ファミリースポットマブチ
国枝建工（株）
（医）至光会　小森眼科
（株）川甚
敦賀セメント（株）岐阜事業所
（有）久保田板金工業
（株）大垣共立銀行　大野支店
（有）永井土木
（有）小森組
厚生産業（株）
（株）コーセーフーズ
（株）岐阜クリエート
河合石灰工業（株）
サンマーブル（株）
（有）中部クリーン産業
国枝医院
（株）大里ラボラトリー
道の駅パレットピア大野
サロン・ド・フレール大野
（株）ベルディックコーポレーション
（株）林製作所
昭和プロダクツ（株）
（福）如水会 特別養護老人ホーム ぎふ愛の里
（株）きらら
旭コンステック（株）
住友大阪セメント（株）

（医）悠信会　小森内科クリニック
（福）擁童協会 児童養護施設 大野慈童園
（有）ケイツー
（有）馬渕重機
大野郵便局
オオノ調剤薬局
（株）十六銀行　大野支店
白山建設（株）
三光化学工業（株）
（株）保険のウインズ
長屋木材（株）
（株）エノモト農材
若原整形外科
（医）福井歯科医院
西濃建設（株） 西濃アスコン大野センター
（有）岐阜応用資材
（株）杉山商店
（株）和
美濃川合郵便局
（株）国枝
（株）共同組
（株）山辰組
東海石材工業（株）
（株）スギスイ住設
ヒロサワ機械（株）
（株）遠藤設備工業
山村砕石（株）
（有）丸幸板金
（株）イノアックコーポレーション
（有）カワダ精工
イワタニ東海（株）　揖斐営業所
（株）東洋スタビ
ナルセデンキ（株）
岐阜産研工業（株）
� （敬称略、順不同）

令和５年８月３１日 現在
※締め切り後も引き続き賛助会費の納入をお願いしています。

社会福祉協議会だより

24 広報おおの 2023.11



「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

平和への誓いを新たに　戦没者追悼式を開催

新しく災害救援車が配備されました

問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４-２１３０

　９月２７日に、町総合町民センター多目的
ホールにおいて、戦没者追悼式を行いました。
　式典には町長、議会議長をはじめとする関
係機関の代表や遺族会の役員、会員の皆様な
ど４１名が参列し、国のために犠牲となった
戦没者へ黙祷を捧げ、戦没者の冥福を祈りま
した。
　厳かな雰囲気の中、参列者が献花台に花を
添え、先の大戦で亡くなられた方々を心から
追悼するとともに、平和への誓いを新たにし
ました。

食料品の寄付をお願いします
　「食品ロス」になってしまう食料品を寄付していただき、子どもの居場所づくり活動や生活
に困っている方に提供させていただきます。お気軽にお問合せくさだい。
　また、フードバンク、子ども食堂に興味や関心がある方や、
ご利用を希望される方は、町社会福祉協議会事務局までご連絡
ください。開催日時や運営者の連絡先等をご案内いたします。

※�誠に勝手ながら、賞味期限や誤嚥の可能性等の理由により、
利用者の安全を考慮し寄付をお断りすることもございます。
何卒ご了承ください。

　このたび日本赤十字社岐阜県支部大野町分
区に災害救援車が配備されました。
　災害救援車は災害時の救援物資や人員の運
搬が主な目的として配備されますが、平時に
は赤十字の諸活動のために活用されます。
　以前の車両は平成１２年に配備され、長年
活用されてきました。配備された新しい車両
はバンタイプの軽自動車で、より細やかな活
動での利用が期待されます。

社会福祉協議会だより
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大野町ホームページアドレス　https://www.town-ono.jp/
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９月中に届け出のあった人（敬称略）

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

寺内 渡邉　絢
あ や と

都
慶介
・

梨恵
公郷 勝野　遥

よ う た

大
歩
・
光

瀬古 恩田　颯
そ う ま

真
一馬
・

友香里
公郷 岡田　笑

え ま

咲
圭祐
・

裕美

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

黒野 古賀　　彰 72 公郷 鳥本　千尋 91

黒野 鳥本　和典 65 公郷 柿本ミスヱ 86

野 飯沼　悦子 89 公郷 鷲見　　勉 79

野 岩田　光枝 86 郡家 青木　松信 90

西方 小森　 子 81 本庄 松井　正仁 75

西方 所　　正樹 67

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

納 期 限 の お 知 ら せ

１０月31日（火） 町県民税（３期）
国民健康保険税（６期）

１１月30日（木） 国民健康保険税（７期）
納め忘れのないように早めに納めましょう。
※納付は安全で便利な口座振替を利用してください。
※期限内であれば、コンビニまたはスマホ決済でも納付できます。
※期限を過ぎた納付には、延滞金が加算される場合があります。
※納税されないまま放置されますと差押え等の滞納処分が行わ
れることとなります。
※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします。

住 民 だ よ り

次回の古紙類等回収について
１１月１９日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、１１月２６日（日） 
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝８時に広報無線にて

お知らせします。

◎問合せ先／環境生活課　☎ 35-5372

【１人分の栄養価】
エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 塩分
１７９kcal ８.９g ８.９g １１０mg ０.６g

食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

この夏に開催、親子の食育教室でも
大好評！簡単に作れるキッシュをどうぞ

　「キッシュ」と聞くと難しそう、作るのが大変かなと思う人もいらっ
しゃるのではないでしょうか。キッシュはタルト生地に具材と一緒
に卵液を流し込んで焼き上げるフランスの郷土料理です。今月紹介
する「小さなキッシュ」は、材料もシンプルで、作り方も簡単、中
に入れる材料はアレンジ可能です。小さいカップで、彩りもよく、
冷めてもおいしいので、お弁当のおかずにも合います。ぜひ、お試
しになってみてはいかがでしょうか。

【作り方】
①玉ねぎは薄切りにし、電子レンジで３０秒加熱する。ウイ
ンナーは輪切りにする。

②オーブンを１７０℃に温める。（予熱）
③Ⓐを計量カップに入れて、よく混ぜる。
④焼き型カップに餃子の皮をしき、①と枝豆・スイートコーン
を入れる。※アルミカップ使用の場合は、マフィン型や耐熱
プリンカップにアルミカップを入れると形が安定します。

⑤③を焼き型カップ半分くらいまで流し入れ、上にチーズを
のせ、パセリ粉をふる。

⑥予熱したオーブンで２０分ほど焼く。※オーブントースター
でも焼けます。（焼き色加減等は調整が必要です）

●�小さなキッシュ風

※大野町ホームページでも♪電子書籍でもご覧いただけます。

広報おおの

人口と世帯（１０月１日現在）
人　口 … ２１, ８５２（−１０）

男 … １０, ７７９（−　３）
女 … １１, ０７３（−　７）

世帯数 … ８, ２０８（＋　４）
出生４人／死亡１７人／転入４９人／転出４６人

大野町
かき振興会会員
青木孝友さん

ご家族
� です。

今月の表紙

【材料（４人分）】
きょうざの皮（大判）…… ８枚
　　卵…………………… １個
Ⓐ　牛乳…５０㏄（１/４カップ）　　塩…………………… 少々
　　こしょう…………… 少々
玉ねぎ……… ４０ｇ（中１/４個）
枝豆（冷凍品でも可）……… ２０ｇ
スイートコーン（冷凍品）
　……………………… ２０ｇ
ウインナー……………… ２本
ピザ用チーズ………… ４０ｇ
パセリ粉………………… 少々
焼き型カップ…………… ８枚

ごみ収集日について
１１月２３日（木）の生ごみ等の収集はありません。
次回は２４日（金）に収集します。
◎問合せ先／環境生活課　☎ 35-5372


